
日 薬 業 発 第 ５ ０ 号 

平成２２年５月２７日 

 

都 道 府 県 薬 剤 師 会 会 長  殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

会 長  児 玉  孝 

 

 

「審査に関する苦情等相談窓口」の設置について 

 

標記について、社会保険診療報酬支払基金より別添のとおり連絡がありました

のでお知らせいたします。 

本連絡は、社会保険診療報酬支払基金（以下、支払基金）において、新たに「審

査に関する苦情等相談窓口」を設置することに関するものです。 

同窓口は、支払基金の支部間差異の解消などの方策の一つとして、全国の保険

者、保険医療機関、保険薬局、関係団体からの審査に関する苦情に対応するため

のもので、平成 22年 6月に設置されます（再審査に関する相談・照会については、

従前どおり、支払基金各支部に設置されている「再審査相談窓口」を活用するこ

とになります）。 

本件については、支払基金各支部を通じて、都道府県薬剤師会ならびに各保険

薬局に連絡されるとのことです。 

つきましては、貴会会員にご周知下さいますようお願い申し上げます。 








